
下関市工業用水道引込管 

設置補助金制度について 

【内容】 

名 称：下関市工業用水道引込管設置補助金 

概 要：新規又は契約水量を増量するために引込管工事を行った       

    場合、補助金を交付するもの 

補助額：引込管工事費のうち、新規又は増量にかかる３年分 

    の工業用水道料金に相当する額 

上限額：５，０００万円／件 

施行日：平成２８年４月１日 

 ※給水開始後、３年以内に減量、廃止を行った場合は、水量・期間に応じて   

  補助額の全額又は一部について返還していただく場合があります。 

下関市への工場進出、工場の拡充などを 
              サポートします！ 

〒752-0945下関市長府豊浦町1-1 

電話: 083（245）2174  FAX: 083（245）2193 

電子メール: sdjosuik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

 詳しくは、下記連絡先にお問合せください。 

 下関市上下水道局 

   浄水課 庶務係  

下関市工業用水道の新たな使用者様や、すでにご利用いただ 

いている使用者様が増量するために引込管の工事を行った場 

合に、工事費の一部又は全部を補助します。 


